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【年通号数】公開・登録公報2012-032
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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｍ  10/60     (2014.01)
   Ｈ０１Ｍ   2/10     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ  10/0566   (2010.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｍ   10/50     　　　　
   Ｈ０１Ｍ    2/10     　　　Ｅ
   Ｈ０１Ｍ   10/00     １１１　

【手続補正書】
【提出日】平成27年7月16日(2015.7.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端子面である第１の壁と、前記第１の壁と反対側に形成された第２の壁とを含む複数の
壁を有するケースと、
　正極板と、負極板とをセパレータを介して積層したものを巻回してなり、前記複数の壁
のうちの前記第２の壁の内面から離間した状態で前記ケース内に収容された蓄電要素と、
　充放電に伴い前記蓄電要素が膨張する間も前記蓄電要素から離間した状態が保たれてい
る前記第２の壁の、外面と接している伝熱部材と、を備える蓄電素子。
【請求項２】
　前記伝熱部材は冷却部材として機能する請求項１に記載の蓄電素子。
【請求項３】
　前記冷却部材は、冷媒を流通するための流通路を有する請求項２に記載の蓄電素子。
【請求項４】
　前記冷却部材は、冷媒を流通するための流通路を有し、
　前記冷媒は液体である請求項２に記載の蓄電素子。
【請求項５】
　前記ケースは、ラジエータを有する車両に載置され、
　前記冷媒はラジエータ液である請求項４に記載の蓄電素子。
【請求項６】
　前記伝熱部材と接触する冷却部材を更に備える請求項１に記載の蓄電素子。
【請求項７】
　前記冷却部材は、冷媒を流通するための流通路を有し、
　前記冷却部材は金属製の外表面を有する請求項６に記載の蓄電素子。
【請求項８】
　前記冷却部材は、冷媒を流通するための流通路を有し、
　前記冷媒は液体である請求項６に記載の蓄電素子。



(2) JP 2012-156124 A5 2015.9.3

【請求項９】
　前記ケースは、ラジエータを有する車両に載置され、
　前記冷媒はラジエータ液である請求項８に記載の蓄電素子。
【請求項１０】
　前記ケースは直方体形状をなし、
　前記端子面は、前記蓄電要素と電気接続された電極を有し、前記第２の壁は、前記端子
面とは反対側に位置する前記ケースの底面を有し、
　前記ケースは更に、長側面と短側面を有し、
　前記伝熱部材は前記底面と前記短側面との少なくとも一方と熱的に接している請求項１
に記載の蓄電素子。
【請求項１１】
　前記伝熱部材は、弾性変形するように構成され、空気より熱伝導性が高い材料からなる
請求項１に記載の蓄電素子。
【請求項１２】
　前記ケースは有機溶媒を含む電解液で満たされている請求項１１に記載の蓄電素子。
【請求項１３】
　前記伝熱部材は絶縁材料からなる請求項１に記載の蓄電素子。
【請求項１４】
　更に、液体冷媒を流通するための流通路を有する冷却部材を備え、
　前記伝熱部材は、合成樹脂からなるシート形状の伝熱部材を有し、前記第２の壁と前記
冷却部材との間に形成され、接着剤により前記第２の壁と前記冷却部材とに接着されてい
る請求項１に記載の蓄電素子。
【請求項１５】
　前記複数の壁の内面は、前記第１の壁と第２の壁の内面を含む請求項１に記載の蓄電素
子。
【請求項１６】
　前記複数の壁は更に、第３の壁と、前記第３の壁より幅が狭い第４の壁とを有し、前記
第１の壁は前記第３の壁と前記第４の壁により前記第２の壁に接続され、
　前記正極板および負極板は前記第４の壁と交差する軸の回りに巻回されている請求項１
に記載の蓄電素子。
【請求項１７】
　前記第３の壁と交差する方向に並べられた複数の蓄電要素を備える請求項１６に記載の
蓄電素子。
【請求項１８】
　端子面である第１の壁と、前記第１の壁と反対側に形成された第２の壁とを有するケー
スと、
　正極板と、負極板とをセパレータを介して積層したものを巻回してなる蓄電要素であっ
て、充放電に伴い前記蓄電要素が膨張する間も前記複数の壁のうちの前記第１の壁および
第２の壁の内表面から離間した状態で前記ケース内に収容された複数の前記蓄電要素と、
　液体冷媒を流通するための流通路を有する冷却部材と、
　合成樹脂からなるシート形状の伝熱部材を有し、前記第２の壁と前記冷却部材との間に
形成され、接着剤により前記第２の壁と前記冷却部材とに接着されている伝熱部材と、を
備える蓄電素子。
【請求項１９】
　請求項１から請求項１８のいずれか一項に記載された複数の蓄電素子を備え、
　前記複数の蓄電素子は並べて配置されて互いに電気接続された蓄電装置。
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